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資料１ 



■豊島区の住宅推移 ～空き家は30,370戸（15.8%）～ 

■特別区における空き家率（上位10区） 
  ～豊島区は特別区で最も空き家率が高い～ 
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空き家率の平均 
全国  13.5% 
東京都 11.1% 
特別区 11.2% 

                               

■空き家の建て方・構造別割合 
 ～長屋建・共同住宅（非木造）の割合が67.0%～ 

■空き家の種類別割合 
 ～賃貸用・売却用空き家は25,450（83.8%）～ 

出典：総務省 住宅・土地統計調査 
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賃貸用の住宅率の比較（23区） 住宅・土地統計調査（平成25年） 
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住宅・土地統計調査（平成25年） 
その他の住宅率の比較（23区） 
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二次的住宅 賃貸用の住宅 売却用の住宅 その他の住宅 

H15 H20 H25

H25  429.2万戸（4％増） 

H20 412.7万戸（12.3％増） 

H15 367.5万戸 

H25  318.4万戸（18.7％増） 
H20 268.1万戸（26.6％増） 
H15 211.8万戸 

出典：住宅・土地統計調査 
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H25  25,450戸（52.6％増） 
H20 16,680戸（7.4％増） 
H15 15,530戸 

H25  3,720戸（▲0.3％） 
H20 3,730戸（8.4％増） 
H15 3,440戸 

全国（H25）の空き家 
約８２０万戸（１３．５％） 

豊島区（H25) 
約３万戸（１５．８％） 

その他の住宅：長期不在・取壊し予定などの空き家 
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戸建て住宅の空き家状況
・ 分 類 棟 数 割 合 

空き家 594  2.1% 

居住中 27,853  97.0% 

調査不可 276  1.0% 

合 計 28,723  － 

分 類 棟 数 戸 数 割 合 

戸数判明 11,545  
総戸数 106,882  － 

空き室数 4,588  4.3% 

戸数不明 154  － － － 
調査不可 375  － － － 
合 計 12,074  － － － 

民間賃貸住宅の空き家状況 
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所有者意向調査結果（戸建て住宅） 
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建築時期 

1.昭和45年以前 

2.昭和46～昭和55年 

3.昭和56～平成2年 

4.平成3～平成12年 

5.平成13年以降 

6.不明 

内円：件数 
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使用状況 

1.使用している 

2.使用していない 

内円：件数 
外円：割合 43 
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建物の使用用途 1.ご自身（親族等）の住宅 

2.通勤のため平日のみ居住

している 
3.週末または休暇時に居住

している 
4.居住用として貸し出してい

る 
5.事業用としてご自身（親族

等）が使っている 
6.事業用として貸し出してい

る 
7.物置、倉庫として使用して

いる 
8.その他 

内円：件数 
外円：割合 

■65歳以上の所有者が半数以上 ■旧耐震基準による建物が約4分の3■使用しているが約７割■物置・倉庫使用が約２割 
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1.管理に手間がかかる 

2.管理費用の負担が困難 

3.管理方法がわからない 

4.管理を頼める人がいない 

5.遠方に住んでおり管理ができていない 

6.買い手・借り手が見つからない 

7.修繕したいが資金が足りない 

8.解体したいが資金が足りない 

9.解体したいが固定資産税の上昇が心配 

10.ご近所から苦情がある 

11.相続で問題が解決しない 

12.売却・賃貸の相談先がわからない 

13.修繕・解体の相談先がわからない 

14.特に困っていない 

15.その他 

建物について困っていること 

25 

15 

34 

33.8% 

20.3% 

45.9% 

今後の利活用について 

1.活用したい 

2.条件次第で活用を考えたい 

3.利活用したくない 

内円：件数 
外円：割合 

■建物について困っていること：「管理の手間」、「修繕資金」、 特に困っていないが突出して多い  
■今後の利活用   活用したいという前向きな回答が約3分の1 一方、利活用したくないが約46％ 
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現 状 

条例制定後 

建物等の適正管理 
建築基準法、空家特措法、適正管理推進条例 

居住支援 ﾘﾉﾍﾞｰｼｮﾝ 民間賃貸 売却等 

空き地 樹木 建物 
（居住中） 

建物 
（空家） 
除却対象 

建物 
（空家） 
利活用対象 

居住支援 ﾘﾉﾍﾞｰｼｮﾝ 民間賃貸 売却等 

空き地 樹木 建物 
（居住中） 

建物 
（空家） 
除却対象 

建物（空家）利活用対象 

空家活用条例（新設） 

条例の対象範囲を拡大 

○空家の登録 
○活用事業者の登録 
○家族的な住まい方の認定 

○目的・定義・基本理念 
○責務 
○区が講じる施策 

条例の新設により空家の利活用を促進 

建物等の適正管理 
建築基準法、空家特措法、適正管理推進条例 条例の適用範囲を拡大 
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豊島区空家活用条例の概要 
 

 目 的 空家の活用を促進し、区民の安全・安心なまちづくり及び多様なライフスタイルの実現に寄与する 
 
 空家の定義 区内に存する建築物（長屋及び共同住宅にあっては各住戸）であって現に人が居住せず、又は使用していない状態にあるもの 
          ⇒住宅・事務所・店舗・倉庫など  
 
 基本理念 空家の発生の防止、適正な管理、流通促進・有効活用等による地域や都市の活力を向上 
 
 空家所有者の責務 空家の所有者等は、空家の適正管理及び活用に努めなければならない 

 
 区民の責務  空家の活用に協力するとともに、空家の発生の予防に努めなければならない 
          ⇒地域のもっとも身近な存在である区民のみなさんは、安全・安心なまちづくりの実現をめざして空家の活用に協力し、 
            また、自らも将来的に不動産所有者となる場合があることから、空家の発生の予防に努めなければなりません 

 
 関連団体の責務 不動産業、建設業その他これらに関連する事業を営む団体は、空家の活用に協力するとともに、空家の流通の促進 
             に努めなければならない 
 
 空家の発生の予防 建築物の所有者等は、改修・登記など空家の発生予防のため必要な措置を講ずるよう努めなければならない 
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＊空家の所有者等が、空家を活用するため区に登録を申請 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■第11条 空家登録制度 

（登録・公表イメージ） 空家所有者に対する支援 

■専門家派遣事業 
宅建業・各種士業・金融機関等が専門的なアドバイス 

■空家活用支援事業 
空家活用に向けた相談・現地調査・マッチング 

H30.2.15 
不動産関係団体・ 
各種士業団体・ 
シルバー人材センター 
と協定締結 
金融機関と連携 
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＊空家活用事業者の登録を区に申請 
＊団体単位で登録 
 

修繕・リフォーム、不動産仲介事業者の情報を 
豊島区のホームページで公開 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■第12条 事業者登録制度 

登録
番号

名称 登録（更新）年月日

1 一般社団法人マンション計画修繕施工協会 平成29年 9月19日
2 一般社団法人日本住宅リフォーム産業協会 平成30年 1月  9日
3 日本木造住宅耐震補強事業者協同組合 平成27年 3月20日
4 一般社団法人リノベーション住宅推進協議会 平成27年 4月16日
5 一般社団法人ベターライフリフォーム協会 平成27年 5月18日
6 一般社団法人日本塗装工業会 平成27年 5月18日 
7 一般社団法人リフォームパートナー協議会 平成28年 2月19日
8 一般社団法人全建総連リフォーム協会 平成28年 7月27日
9 一般社団法人　住生活リフォーム推進協会 平成29年 4月 6日
10 一般社団法人JBN・全国工務店協会 平成29年11月 9日 

（登録住宅リフォーム事業者団体一覧）    出典：国土交通省ＨＰ  

 公益社団法人東京都宅地建物取引業協会豊島区支部 

 公益社団法人全日本不動産協会豊島文京支部                               
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＊空家の所有者等が、家族的な住まい方で建築物を活用する場合に申請 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■第14条 家族的な住まい方の認定 

(1) 居住者数は、４人以上であり、かつ、居室数を上限とした
ものであること。 
(2) 居住者は、18歳以上であり、全員が親族関係にないこと。 
(3) 居室の床面積は、それぞれ７平方メートル以上であるこ
と。 
(4) 所有者と居住者の入居に係る契約は、居住者全員の連
名で行い、その契約に基づく一切の債務について居住者が連
帯して履行の責任を負うものであること。 
(5) 入居契約は、契約者以外の者が入居できないものである
こと。 

 

■第15条（安全確保）安全確保に関する規定 
■第16条（変更の届出）変更の届出規定 
■第17条（認定の取消し）認定の取消しに関する規定 

 
 
＊学識経験者5人以内の委員で構成される区長の附属機関 
＊区長の諮問に応じ、家族的な住まい方を調査・審議 

■第18条 豊島区家族的な住まい方認定審議会 
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■空家等の対策には、利活用とともに、建物の適正な維持管理が大切 

豊島区建物等の適正な維持管理を推進する条例の位置づけ（再掲） 
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 ■区条例、特措法等に関連する苦情件数の推移 
28.9.30 現在 
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■条例の全体フロー図 
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